
「令和 8年度 外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣業務」 

公募型プロポーザル実施要項 

 

本要項は、「外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣業務」に係る契約の優先交

渉権者となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等について必要な事

項を定める。 

 

１．業務概要 

（１）業務名称  

令和 8年度 外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣業務 

（２）就業場所 

 渡嘉敷村船舶課那覇連絡事務所 

（３）派遣期間 

 令和 8年 5月 2日 ～ 令和 9年 3月 21日 

（４）業務内容 

 別紙「仕様書」のとおり 

（５）積算上限額 

金 22,362,795円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

【金 20,329,814円（税抜）】 

ただし、この金額は企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金

額と異なる場合がある。 

 

２．参加資格 

本公募に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人とする。 

（１）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（労働者

派遣法）に定める労働者派遣事業者の許可をえていること。 

（２）本業務を円滑に実施するために必要な知識及び経験を有する人材を派遣すること

ができる者。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者では

ないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16年

法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者ではないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及び警察当局から排除要

請がある団体並びにそれらの利益となる活動を行う者のいずれにも該当しないこと。 

（６）沖縄県内に本店又は営業所等を有し、派遣労働者に対して迅速かつ適正な雇用管



理・フォローアップが行える体制を有すること。 

（７）国税及び地方税について滞納がないこと。 

 

３．提出書類及び提出期限等 

（１）参加表明 

①提出書類 ： 参加表明書（様式１）・事業者概要書（様式２）・誓約書（様式３） 

       ・労働者派遣事業許可証の写し 

※添付書類 ： 会社の履歴事項全部証明書（発行後 3ヶ月以内のもの、写し可） 

国税及び地方税納税証明書（発行後 3ヶ月以内のもの、写し可） 

※会社の概要が記載された既存の資料（パンフレット等）がある場合は添付して

ください。 

②提出期限 ： 令和 8年 4月 20日（月）17時【必着】 

③提出部数 ： 各 1部 

④提出方法 ： 持参又は郵送（持参の場合は事前に電話連絡の上、10時から 17時

まで） 

※参加表明書を提出後に参加を辞退する場合には、参加辞退届（様式４）を提出

すること。 

（２）派遣実施計画書・体制提案書 

①提出書類 ： 派遣実施計画書・体制提案書（様式５）・見積書 

※「外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣仕様書」の内容に沿った企

画提案を記載すること。また、見積書については、企画提案に基づいた消費税

及び地方消費税相当額を含む見積総額を記載すること。なお、当該価格の算出

基礎となる土・日・祝日の休日勤務を含めた税抜の時給額を併記すること。 

②提出期限 ： 令和 8年 4月 23日（木）17時【必着】 

③提出部数 ： 派遣実施計画書及び体制提案書 9部 ・ 見積書 1部 

④提出方法 ： 持参又は郵送（持参の場合は事前に電話連絡の上、10時から 17時

まで） 

 

４．本業務に関する質問・回答方法等 

本業務に関する質問は、提出書類等の作成に係る質問に限り、審査及び評価に関する質問

は受け付けない。また、本業務の特性（労働者派遣）に鑑み、派遣労働者の要件や就業条件

に関する質問を受け付ける。 

（１）受付期間 ： 令和 8年 4月 13日（月）～ 4月 16日（木）17時 

（２）質問方法 ： 質問書（様式６）により、電子メールで提出すること。また、送信後

は必ず電話連絡により、受信確認を行うこと。 

（３）回  答 ： 提出された質問に対する回答は、全ての質問を集約し令和 8 年 4 月

17日（金）までに電子メールにて行う。ただし、質問内容が質問者の



提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答

する場合がある。 

 

５．審査及び評価 

（１）審査 

選定委員会において、提出された書類（派遣実施計画書・体制提案書）及びプレゼ

ンテーション（実施体制の説明）の内容を総合的に審査し、契約の優先交渉権者を選

定する。プレゼンテーション審査にかかる開催日程等の詳細については、応募件数等

を考慮し、参加者へ後日連絡する。なお、プレゼンテーション審査及び選定委員会は

非公開とする。また、プレゼンテーション審査を実施せず、書面審査のみの可能性が

あることも考慮して、派遣実施計画書・体制提案書を作成すること。 

（２）評価 

評価は、派遣実施計画書・体制提案書の内容と価格の両面から総合的に審査し、最

も優れていると考えられる事業者を選定する。 

① 評価対象 

提案事業者の評価対象は、事業者概要書における実績、派遣実施計画書・体制

提案書及び見積書とする。 

② 評価項目 

（ⅰ）派遣元事業者の実績・信頼性      20点 

（ⅱ）派遣実施計画書・体制提案書の実現度  60点 

（ⅲ）見積価格の評価            20点 

※ただし、見積価格が積算上限額を超過している事業者については、実績・

提案内容が優れている場合であっても採用しない。 

③優先交渉権者の選定 

評価対象を基に評価項目の採点を行い、最高得点を獲得した事業者を優先交

渉権者として選定する。同点により優先交渉権者が 2者以上ある場合は、選定

委員会で協議の上、優先交渉権者を選定する。 

また、提案事業者が 1者の場合は、選定委員による評価点数の平均値が評価基

準点の 60％を上回ることを条件に、当該提案事業者を優先交渉権者とする。 

なお、審査内容及び結果についての問い合わせには一切対応しない。 

 

６．契約手続き 

優先交渉権者選定後は、渡嘉敷村が作成した当該業務仕様書及び優先交渉権者が提出し

た派遣実施計画書・体制提案書の内容について協議を行い、労働者派遣基本契約及び労働者

派遣個別契約を速やかに行う。契約金額については、優先交渉権者から新たに見積書を徴し

て、渡嘉敷村が設定する予定価格の範囲内で決定する。 

 



７．失格要件 

次に掲げる項目のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出期限に遅延した場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）参加資格を有していないことが判明した場合 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）見積金額が積算上限額を超えている場合 

（６）派遣実施計画書・体制提案書にあたり、著しく信義に反する行為等があった場合 

（７）その他選考委員会が失格にあたる事由があると認めた場合 

 

８．その他留意事項 

（１）提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合には、派遣実施計画書・体制提案

書等を提出することはできない。 

（２）本プロポーザルへの参加に要する費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出されたプロポーザル関係書類は、返却しない。 

（４）提出されたプロポーザル関係書類及び選定に関する審査内容等については公表し

ない。 

（５）提出期限後におけるプロポーザル関係書類の差し替え及び再提出は一切認めない。 

 

※添付書類 

別紙  「令和 8年度外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣業務」仕様書 

様式１ 「参加表明書」 

様式２ 「事業者概要書」 

様式３ 「誓約書」 

様式４ 「参加辞退届」 

様式５ 「派遣実施計画書・体制提案書」 

様式６ 「質問書」 

 

９．問い合わせ及び提出先 

〒900-0016 沖縄県那覇市前島 3-25-1 とまりんビル 1F 

渡嘉敷村役場 船舶課 那覇連絡事務所 

業務係 中村 祐三 

TEL : 098-868-7541  FAX : 098-862-2115 

E-mail : gyoumu2@vill.tokashiki.okinawa.jp 


